
（平成２２年６月２日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 24 件

国民年金関係 14 件

厚生年金関係 10 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 30 件

国民年金関係 15 件

厚生年金関係 15 件

年金記録確認千葉地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



千葉国民年金 事案 2401 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成５年２月の国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成３年４月から４年 12 月まで 

             ② 平成５年２月 

    平成３年４月ごろ、母が市役所で私の国民年金の加入手続を行い、国

民年金保険料は滞ることなく、母が市役所か金融機関で納めていたのに

未納期間があることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間②については、１か月と短期間であり、前後の国民年金保険料

が過年度納付されている上、申立期間②後の国民年金の加入期間に未納は

無いことから、申立人の母が申立人に係る申立期間②の保険料を納付して

いたと考えても特段不自然ではない。 

   一方、申立期間①については、申立人は、平成３年４月ごろに母が市役

所で国民年金の加入手続を行ったと主張しているが、国民年金手帳記号番

号払出簿によると、申立人の手帳記号番号は６年７月以降に払い出されて

いることが確認でき、同時期において４年５月以前の保険料は時効により

納付することができない。 

   また、申立人のオンライン記録によると、平成５年１月、同年３月及び

同年４月の保険料は、時効が成立する直前の７年２月、同年４月及び同年

５月に順次、過年度納付されていることから、納付開始時点において４年

12 月以前である申立期間①は時効により保険料を納付することができな

い期間であったと推認され、申立人の母が申立人に係る申立期間①の保険

料を納付していたとは考え難い。 

   さらに、申立人の母が申立期間①の保険料を納付したことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間①の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情は見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち

平成５年２月の国民年金保険料を納付していたものと認められる。



千葉国民年金 事案 2402 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成５年２月の国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成３年４月から４年 12 月まで 

             ② 平成５年２月 

    平成３年４月ごろ、母が市役所で私の国民年金の加入手続を行い、国

民年金保険料は滞ることなく、母が市役所か金融機関で納めていたのに

未納期間があることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間②については、１か月と短期間であり、前後の国民年金保険料

が過年度納付されている上、申立期間②後の国民年金の加入期間に未納は

無いことから、申立人の母が申立人に係る申立期間②の保険料を納付して

いたと考えても特段不自然ではない。 

   一方、申立期間①については、申立人は、平成３年４月ごろに母が市役

所で国民年金の加入手続を行ったと主張しているが、国民年金手帳記号番

号払出簿によると申立人の手帳記号番号は６年７月以降に払い出されてい

ることが確認でき、同時期において４年５月以前の保険料は時効により納

付することができない。 

   また、申立人のオンライン記録によると、平成５年１月、同年３月及び

同年４月の保険料は、時効が成立する直前の７年２月、同年４月及び同年

５月に順次、過年度納付されていることから、納付開始時点において４年

12 月以前である申立期間①は時効により保険料を納付することができな

い期間であったと推認され、申立人に母が申立人に係る申立期間①の保険

料を納付していたとは考え難い。 

   さらに、申立人の母が申立期間①の保険料を納付したことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間①の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情は見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち

平成５年２月の国民年金保険料を納付していたものと認められる。



千葉国民年金 事案 2403 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 60 年２月及び同年３月の国民年金保険料については、納付

していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60 年２月及び同年３月 

    私は、申立期間の国民年金保険料を口座振替で納付したのに、社会保

険事務所（当時）から資格期間外の納付のため保険料は還付済みである

と説明を受けた。しかし、申立期間中、私はほかの年金制度に加入した

ことは無く、国民年金の資格を喪失したことも無いので、保険料が還付

される理由は全く思い当たらない。納付したのに、未加入、未納とされ

ていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間の国民年金保険料については、オンライン記録によると、無資

格期間納付の誤検認により、申立人に保険料が還付されている。 

   しかし、申立期間当時、申立人は国民年金に任意加入中であり、国民年

金の資格を喪失したことはないと申述しているところ、申立人がほかの公

的年金制度に加入していた形跡は見当たらない上、国外へ転出した事実も

無いことから、申立人が資格の喪失手続をする理由は無く、申立期間の保

険料について、資格喪失後の無資格期間納付を理由として還付したとする

記録は不適切なものと考えざるを得ない。 

   また、申立期間は２か月と短期間であり、申立人は昭和 44 年７月に国民

年金に任意加入した以降、還付済みの申立期間を含め 60 歳に達するまでの

保険料をすべて納付している。さらに、申立期間の保険料については、口

座振替により納付済みだったことからも、当初どおり納付済期間とするこ

とが妥当である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。



千葉国民年金 事案 2404 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 50 年７月及び同年８月の国民年金保険

料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 50 年７月及び同年８月 

             ② 昭和 55 年 12 月から 56 年５月まで 

    私は、昭和 56 年３月＊日に結婚し、同年６月＊日に入籍するまで実家

の母に国民年金保険料を納付してもらっており、入籍した旨を母に告げ

たとき、「では、保険料の支払いはもういいのだね。」と言われたことを

記憶しており、もし納付が遅れていればＡ町役場（現在は、Ｂ市Ｃ支所）

から連絡があったはずなので、未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①は２か月と短期間であり、直前の期間は厚生年金保険から国

民年金への切替手続が適正に行われ、国民年金保険料を納付していること

から、納付されたと考えるのが自然である。 

   一方、申立期間②について、申立人の所持する国民年金手帳には、昭和

52 年２月 21 日に国民年金の被保険者資格を喪失し、婚姻後の 56 年６月＊

日に任意で資格を取得したと記載されており、社会保険事務所（当時）及

びＡ町の被保険者名簿の記録と一致していることから、申立期間②は国民

年金に未加入の期間であり保険料の納付はできない期間である。 

   また、保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書

等）は無く、申立人自身は保険料納付に関与しておらず、納付したとする

申立人の母は既に亡くなっているため、納付状況等が不明である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 50 年７月及び同年８月の国民年金保険料については、納付していたも

のと認められる。



千葉国民年金 事案 2405 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の、昭和 50 年７月から同年９月までの期間、同年 12 月から 51

年１月までの期間及び同年５月から 52 年３月までの期間の国民年金保険

料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 50 年７月から同年９月まで 

             ② 昭和 50 年 12 月から 51 年１月まで 

             ③ 昭和 51 年５月から 52 年３月まで 

    私は昭和 48 年 10 月ごろ、Ａ市役所で国民年金の加入手続を行い、同

年 11 月にＢ市に転居し、国民年金保険料は指定の預金口座から口座振替

で支払った。50 年８月にＣ市に転居し保険料は集金の人に納付していた

が、51 年５月に、海外に転勤するが何年になるか分からないので帰国後

未納分は遡及
そきゅう

して納付できるか聞いたところ、できるとの回答であった

ので、とりあえず 52 年３月までの保険料を前納した。申立期間①及び②

の保険料は支払ったはずであり、未納とされていることは納得できない。

また、申立期間③の保険料は平成 21 年 10 月 16 日に還付すると言われた

が、33 年６か月も放置されていたので、納付期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①及び②については、任意加入期間の３か月及び２か月と短

期間である上、その前後の期間の国民年金保険料は、現年度保険料とし

て納付済みであり、申立人の納付意識の高さがうかがえることからも納

付されていたと考えるのが自然である。 

 

  ２ 申立期間③については、申立人が所持する領収書から昭和 51 年５月４

日に同年５月から 52 年３月までの保険料が納付されていたことが確認

できる上、特殊台帳においても同期間の保険料が納付されていたとする



記載が確認できる。 

    また、申立期間③は海外居住期間のため、制度上国民年金の被保険者

となれない期間であり、保険料の還付手続を行うべきところであるが、

特殊台帳を含め行政の記録には当該期間の保険料が還付された形跡はう

かがえないことから、長期間国庫歳入金として扱われていたことは明ら

かであり、制度上国民年金の被保険者となれないことを理由として申立

期間③の保険料の納付を認めないのは、信義衡平の原則に反するものと

考えられる。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国

民年金保険料を納付していたものと認められる。



千葉国民年金 事案 2406 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 50年 12月から 51年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50 年 12 月から 51 年３月まで 

    私は昭和 50 年 12 月ごろ、Ａ市の広報紙等を見てＡ市役所へ行き、国

民年金の加入手続を行い、Ｂ銀行Ｃ支店で、納付書に現金を添えて定期

的に国民年金保険料を納付していたにもかかわらず、同年 12 月から 51

年３月までの期間が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は任意加入当初の４か月と短期間である上、申立人は、申立期

間を除いて第３号被保険者制度が発足する前月の昭和 61 年３月まで、120

か月の国民年金保険料をすべて納付しており、納付意識の高さが認められ

る。 

   また、申立人が所持する年金手帳には、昭和 50 年 12 月 1 日に任意で資

格を取得したことが記載されており、オンライン記録と一致している上、

任意で加入しながら、その当初の保険料を未納とすることは不自然である。 

   さらに、申立人の夫は申立期間当時、Ｄ（職種）から継続してＥ（職種）

として勤務し、経済的に安定していることから、保険料を納付する資力は

十分あったと考えるのが自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。



千葉国民年金 事案 2407 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成５年７月から同年 12 月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を

訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年７月から６年４月まで 

    私は、平成５年７月から６年４月までの国民年金保険料を夫の保険料

と一緒に納付してきた。夫はすべて納付済みとなっているが、私に未納

期間があることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、平成５年７月から同年 12 月までの期間については、申

立人は申立人の夫が退職した４年５月以降、夫婦の国民年金保険料を一緒

に納付していたと主張しているところ、同年５月から５年６月までの期間

は夫婦とも納付済みとなっている上、申立人の夫は同年 12 月まで現年度で

納付済みであることから、申立人の同年７月から同年 12 月までの保険料も

納付していたものと考えるのが自然である。 

   一方、申立期間のうち、平成６年１月から同年４月までの期間について

は、申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告

書等）は無く、申立人は納付状況等についての記憶が明確ではない。 

   また、申立期間直後の平成６年５月から７年３月までの保険料を８年６

月 28 日に一括で過年度納付していることから、その時点において６年１月

から同年４月までの期間の保険料は時効により納付できなかった事情がう

かがえる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

平成５年７月から同年 12 月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。



千葉国民年金 事案 2408 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和41年８月から42年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41 年８月から 42 年３月まで 

    私が 20 歳になった昭和 41 年＊月ごろに、母がＡ区役所の窓口で国民

年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料は母が納付していた

はずであり、未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間を除き国民年金加入期間の国民年金保険料をすべて

納付している上、申立期間当時、申立人の保険料を納付していた申立人の

母は、国民年金制度が発足した昭和 36 年４月から、長期間にわたって保険

料を納付しており、納付意識の高さがうかがえる。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号は、その前後の任意加入被保険者

の資格取得日から、申立人が 20 歳になった昭和 41 年＊月ごろに払い出さ

れたと推認できる上、申立期間は国民年金の加入手続を行った直後の期間

であり、８か月と短期間であることから、申立期間の保険料は納付したも

のと考えるのが自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。



千葉国民年金 事案 2409 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 51 年２月及び同年３月の国民年金保険料については、付加

保険料を含めて納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51 年２月及び同年３月 

    私は、Ａ区内に居住していたころ、友人に国民年金には少しでも早く

加入した方がよいと勧められ、昭和 51 年２月ごろ、近くにあったＡ区役

所のＢ出張所に行って国民年金の加入手続をし、国民年金保険料を納付

した。それから長年にわたって保険料を納付してきたのに、加入当初の

付加保険料を含めた２か月分が未納とされていることは、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持する年金手帳には、昭和 51 年２月 10 日に国民年金の資格

を任意で取得したことが記載されており、オンライン記録と一致している

上、申立期間は任意加入当初の２か月と短期間であり、任意加入直後の申

立期間の国民年金保険料を納付しないのは不自然である。 

   また、申立人は、申立期間以外に未納は無く、昭和 51 年４月から 57 年

３月までは付加保険料を含めて納付し、同年４月から 61 年３月までは付加

保険料を含めて前納するなど、納付意識の高さが認められる。 

   さらに、申立人の夫は、申立期間を含め長年にわたりＣ（職種）をして

おり、申立期間の保険料を納付できなかったとする特別な事情も見当たら

ない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を付加保険料を含めて納付していたものと認められる。



千葉国民年金 事案 2410 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 48 年 10 月から 49 年３月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48 年２月から 49 年３月まで 

    私は、出産後の昭和 48 年から 49 年ごろ、Ａ市役所Ｂ支所で国民年金

の加入手続をし、その後に 14 か月分をまとめて納付したはずであり、未

納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間以後、60 歳に達して国民年金被保険者資格を喪失す

るまで国民年金保険料の未納は無く、第３号被保険者から第１号被保険者

への切替手続を適切に行うなど、国民年金制度への関心及び保険料の納付

意識の高さが認められる。 

   また、申立期間当時、Ａ市Ｃ付近には名称は異なるもののＡ市役所の出

張所があり、国民年金の加入手続及び収納事務を取り扱っていたことが確

認でき、申立人の主張と一致している上、申立期間直後の昭和 49 年４月か

ら 50 年３月までの期間の保険料を同年 11 月に一括で過年度納付している

ことを考え合わせると、その時点で納付することが可能な 48 年 10 月から

49 年３月までの保険料も合わせて過年度納付したものと考えるのが自然

である。 

   一方、申立人の国民年金手帳記号番号が社会保険事務所（当時）からＡ

市に払い出された日及び前後の任意加入者の加入時期より、申立人が国民

年金の加入手続を行ったのは昭和 50 年８月ごろと推認でき、当初は強制加

入被保険者とされていたため、厚生年金保険被保険者資格を喪失した 48

年２月までさかのぼって被保険者資格を取得していることが確認でき、加

入手続をした時点で同年６月以前の保険料は、時効により納付することが



できない。 

   また、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払

出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が払

い出されたことは確認できない上、申立人が昭和 48 年２月から同年９月ま

での国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申

告書等）も無く、ほかに保険料を納付したことをうかがわせる事情は見当

たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 48年 10月から 49年３月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。



千葉国民年金 事案 2411 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和37年４月から39年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37 年４月から 39 年３月まで 

    申立期間については、昭和 54 年９月に特例納付案内書が送られてきて、

その後、納付書が送られてきたので、夫が夏に支給されたボーナスでＡ

市ＢのＣ銀行で納付してくれた。夫と話し合ってお金を下ろし、一括で

納付したのに未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金制度発足時の昭和 36 年４月から国民年金に加入し、

結婚後は任意加入に変更して、申立期間を除き国民年金加入期間について

は国民年金保険料をすべて納付し、前納制度も利用しているなど、納付意

識の高さが認められる。 

   また、申立人は申立期間の特例納付案内書を保管しており、申立人が特

例納付する意思があったことが推認できる。 

   さらに、申立内容は申立人の夫の夏のボーナスを保険料納付に充てたな

ど具体的であり、その主張に不自然さは見当たらない。 

   加えて、申立人の夫はＤ（職種）で経済的に安定し、特例納付できる環

境にあり、申立期間も 24 か月と比較的短期間である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。



千葉国民年金 事案 2412 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 61 年９月及び同年 10 月並びに 62 年３

月の国民年金保険料については、納付していたものと認められることから、

納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 61 年８月から同年 10 月まで 

             ② 昭和 62 年３月及び同年４月 

             ③ 昭和 63 年４月 

    昭和 61年８月から同年 10月までの期間と 62年３月及び同年４月の国

民年金保険料は、自宅に届いた納付書をＡ市役所Ｂ支所に持参して自分

で納付し、63 年４月は母が納付してくれたので、未納とされていること

は納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳記号番号の前後の第３号被保険者の該当処理日か

ら、申立人は昭和 63 年７月ごろに国民年金の加入手続を行ったと推認でき、

申立人が所持する年金手帳の記載から、加入手続を行った時点から 61 年９

月１日にさかのぼって被保険者資格を取得していることが確認できる。 

   また、申立人が加入手続を行った昭和 63 年７月時点で、申立期間①のう

ち、61 年９月及び同年 10 月並びに申立期間②のうち、62 年３月は過年度

納付が可能である上、合計で３か月と短期間である。 

   さらに、申立人は、厚生年金保険から国民年金への切替手続を複数回行

っているが、いずれも適正に行っている上、切替後の期間については納付

済みであることから、申立人は当該期間についても同様に国民年金保険料

を納付していたと考えるのが自然である。 

   一方、申立期間①のうち、昭和 61 年８月については、申立人の年金手帳

及びオンライン記録によると、申立人の資格取得日が平成３年４月 16 日に

昭和 61 年９月１日から同年８月 26 日に記録訂正されたことによって発生



した未納期間であり、それまでは厚生年金保険加入期間として取り扱われ

ていたため、申立人が国民年金に加入した 63 年７月時点では、保険料を納

付することができない期間であり、記録が訂正された時点では、時効によ

り保険料の納付ができない期間である。 

   また、申立期間②のうち、昭和 62 年４月については、申立人の年金手帳

及びオンライン記録によると、申立人の資格喪失日が平成３年４月 16 日に

昭和 62 年４月１日から同年５月１日に記録訂正されたことによって発生

した未納期間であり、それまでは厚生年金保険加入期間として取り扱われ

ていたため、申立人が国民年金に加入した 63 年７月時点では、保険料を納

付することができない期間であり、記録が訂正された時点では、時効によ

り保険料の納付ができない期間である。 

   さらに、申立期間③については、申立人の年金手帳及びオンライン記録

によると、申立人の資格取得日が平成３年４月 16 日に昭和 63 年５月１日

から同年４月 29 日に記録訂正されたことによって発生した未納期間であ

り、それまでは厚生年金保険加入期間として取り扱われていたため、申立

人が国民年金に加入した同年７月時点では、保険料を納付することができ

ない期間であり、記録が訂正された時点では、時効により保険料の納付が

できない期間である。 

   加えて、申立期間について、オンラインシステムの氏名検索による縦覧

調査の結果、申立人の氏名は無く、別の手帳記号番号が払い出されていた

ことをうかがわせる事情は見当たらない上、申立人が申立期間について、

保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無

く、ほかに保険料の納付をうかがわせる事情は見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 61年９月及び同年 10月並びに 62年３月の国民年金保険料を納付して

いたものと認められる。



千葉国民年金 事案 2413 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成３年 11 月から４年１月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を

訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 46 年４月から 48 年３月まで 

             ② 平成３年 11 月から４年１月まで 

    私の国民年金については、昭和 46 年４月に夫がＡ区役所Ｂ事務所で夫

婦二人分の加入手続を行い、以後自分が、夫婦二人分の国民年金保険料

をＣ信用金庫（現在は、Ｄ信用金庫）の渉外員に定期積金、国民健康保

険料等と一緒に納付していた。同年４月から 48 年３月までの期間、未納

とされていることは納得できない。 

    また、平成３年 11 月から４年１月までの期間については、Ｅ銀行Ｆ支

店において口座振替か窓口で納付書により納付していたはずであり、未

納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間②については、３か月と短期間である上、申立期間前後が納付

済みであり、申立期間直後の平成４年２月の国民年金保険料を同年３月に、

同年３月の保険料を同年４月にそれぞれ納付期限内に納付しており、いず

れの時点も申立期間は現年度納付が可能なことから、申立期間②について

も納付したものと考えるのが自然である。 

   一方、申立期間①については、申立人は国民年金保険料を信用金庫の渉

外員が自宅に定期的に来訪した際に、定期積金、税金等と合わせて納付し

たと申述している以外、納付時期、納付方法、納付金額等についての記憶

が曖昧
あいまい

で、納付状況が不明である上、口頭意見陳述においても、申立人が

申立期間の保険料を納付したことが確からしいという心証を得るまでには

至らなかった。 



   また、夫婦二人分の保険料を一緒に納付していたとする申立人の夫も同

じ期間が未納となっている。 

   さらに、申立人が申立期間②の保険料を納付したことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをうかがわせ

る事情は見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

平成３年 11 月から４年１月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。



千葉国民年金 事案 2414 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成２年３月及び３年２月から同年 12 月までの国民年金保険

料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成２年３月 

             ② 平成３年２月から同年 12 月まで 

    私が退職した後に、母が私の国民年金の加入手続をしてくれて、その

後も国民年金保険料をＡ銀行Ｂ支店で納付してくれていたので、未納と

されていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳記号番号は、平成２年２月６日にＣ市に払い出さ

れた番号の一つで、申立人の前後の第３号被保険者の該当処理日から、同

年５月ごろに加入手続をしたと推認でき、同時点で申立期間①については

過年度納付することが可能である上、１か月と短期間であることから、申

立人は申立期間①についても、国民年金保険料を納付していたと考えるの

が自然である。 

   また、申立期間②については、オンライン記録によると、申立期間②は

国民年金に未加入の期間となっているが、申立人の所持する年金手帳の「国

民年金の記録」欄には、「平成３年２月 20 日資格取得、４年１月６日資格

喪失」と記載されていることが確認できることから、申立人の資格記録に

ついて行政側の記録管理が適切に行われていなかった可能性がうかがえる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



千葉厚生年金 事案 1874 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ

支店における資格取得日に係る記録を昭和 34 年１月７日に訂正し、申立期

間に係る標準報酬月額を１万 8,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34 年１月７日から同年６月１日まで 

    私は、昭和 28 年４月にＡ社Ｄ支店に入社して以降、平成６年２月に退

職するまで一度も職を離れたことはないが、同社Ｅ支店から同社Ｃ支店

へ異動したときの、昭和 34 年１月７日から同年６月１日までの期間の厚

生年金保険の加入記録が欠落している。その期間の雇用形態や勤務形態

に変わったところは無く、厚生年金保険料も控除されていたと思うので、

加入記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された申立人に係る人事記録の写し及び雇用保険の加入記

録から判断すると、申立人は、Ａ社に継続して勤務し（同社Ｅ支店から同

社Ｃ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められる。 

   また、異動日については、上記人事記録及び同僚の証言により、昭和 34

年１月７日とすることが妥当である。 

   さらに、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ支店に係

る昭和 34 年６月の社会保険事務所（当時）の記録から、１万 8,000 円とす

ることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び



周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得に係る届出を社会保険事務所に

行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無い

ことから、行ったとは認められない。



千葉厚生年金 事案 1875 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ工場

における資格喪失日に係る記録を昭和 37 年 10 月１日に訂正し、当該期間

に係る標準報酬月額を１万 6,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37 年９月１日から同年 10 月１日まで 

    私は、Ａ社Ｃ工場に昭和 36 年４月１日に入社し、37 年４月から 39 年

３月までＤ大学大学院に国内留学しており、37 年 10 月１日に所属がＣ

工場から本社人事部付になっているが、申立期間については、Ｃ工場に

所属しており厚生年金保険料を控除されているので、この期間を被保険

者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された人事記録票及びＣ工場社会保険得喪台帳並びにＥ健

康保険組合から提出された健康保険資格証明書から判断すると、申立人が

Ａ社に継続して勤務し（同社Ｃ工場から同社本社に異動）、申立期間に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、異動日については、人事記録票の記載から、昭和 37 年 10 月１日

とすることが妥当である。 

   さらに、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ工場に係

る昭和 37 年８月の社会保険事務所（当時）の記録から、１万 6,000 円とす

ることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び

周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 



   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失に係る届出を社会保険事務所に

対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情

が無いことから、行ったとは認められない。



千葉厚生年金 事案 1876 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち平成５年 12 月１日から６年５月 31 日までの

期間について、その主張する標準報酬月額（53 万円）に基づく厚生年金保

険料を事業主より給与から控除されていたことが認められることから、当

該期間の標準報酬月額に係る記録を 53 万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年 11 月１日から６年５月 31 日まで 

    私は、ねんきん定期便により、平成５年 11 月から６年６月の途中まで

Ａ事業所（Ｂ（施設））に勤務した時の標準報酬月額が間違っていること

が分かった。当時の厚生年金保険料は標準報酬月額の上限額に基づき控

除されていたはずなので、正しい標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された給与明細書の写し（申立人が勤務を開始した平成

５年 11 月の給与から厚生年金保険料が控除されていることから、当月控除

が確認できる。）により、申立人は、申立期間のうち同年 12 月１日から６

年５月 31 日までの期間において、その主張する標準報酬月額（53 万円）

に基づく厚生年金保険料を事業主により控除されていたと認められる。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行していたか否

かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、

明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得に係る届出及び標準報酬月額に

係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについては、こ

れを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、行ったとは認めら

れない。 



   一方、申立期間のうち、平成５年 11 月 1 日から 12 月 1 日までの期間に

ついては、申立人が所持する給与明細書により確認できる厚生年金保険料

控除額に見合う標準報酬月額と、オンライン記録で確認できる標準報酬月

額が一致することから、当該期間の標準報酬月額を訂正する必要は認めら

れない。



千葉厚生年金 事案 1877 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係

る記録を昭和 53 年５月 15 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 16 万円

とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについて、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53 年３月 21 日から同年５月 15 日まで 

    昭和 52 年３月 10 日から 54 年１月 21 日までＡ社でＢ（職種）の仕事

をしていた。申立期間は、Ｃ社に出向していたが、給与の支払い等はＡ

社において行われていた。 

    申立期間に係る厚生年金保険料控除を確認できる資料があるので、厚

生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及び退職所得の源泉徴収票の写しにより、申立人は

申立期間において、Ａ社に継続して勤務していたことが確認できる。 

   また、申立人は、「申立期間は、Ｃ社に出向していたが、給与の支払い等

はＡ社において行われていた。」と供述しているところ、申立人から提出さ

れた給与明細書の写しの様式は、申立期間及び申立期間前後も同一様式で

あることから、申立期間もＡ社から給与が支払われ、厚生年金保険料が給

与から控除されていたと認められる。 

   さらに、厚生年金保険の保険給付及び保険料の特例等に関する法律に基

づき、標準報酬月額を改定又は決定し、記録の訂正及び保険給付が行われ

るのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報

酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これら

のいずれか低い方の額を認定することになることから申立人の標準報酬月



額については、申立人から提出された給与明細書の控除保険料額に基づく

標準報酬月額から、昭和 53 年３月及び同年４月を 16 万円とすることが妥

当である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、当該事業所は既に適用事業所でなくなっており、元事業主の所

在も不明である上、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いこ

とから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

（当時）に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が無いことから、行ったとは認められない。



千葉厚生年金 事案 1878 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ所における資格喪失日

に係る記録を昭和 27 年３月 16 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を

8,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和元年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 26 年８月 17 日から 27 年３月 16 日まで 

    私は、昭和 24 年４月１日から 27 年３月 15 日までＡ社Ｂ所Ｃ課に勤務

したが、厚生年金保険の記録では、Ａ社の資格喪失日が 26 年８月 17 日

となっている。27 年３月 15 日まで勤務していたことは、会社からもら

った解雇通知書でも明らかで、厚生年金保険料は給与から控除されてい

たはずなので、申立期間を厚生年金保険の加入期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持するＡ社が発行した昭和 27 年３月 15 日付けの解雇通知書

の写し及び申立人が所持している同年１月１日付けの給与辞令により、申

立人は申立期間において、同社に継続して勤務していたことが認められる。 

   また、オンライン記録及びＡ社から提出された昭和 26 年２月及び同年８

月の職員録において、申立人と同じ係に所属していた元同僚は、「申立人は

Ｃ課で調達をしており、私も同じ仕事をしていた。」と証言していることか

ら、申立人の勤務形態に変更は無かったことがうかがえる。 

   これらのことから判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 27 年１月１日付けの給

与辞令に記載されている給与額から 8,000 円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行し



たか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いこと

から、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

（当時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及

び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。



千葉厚生年金 事案 1879 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格取得日は、昭和 47 年４月１

日、資格喪失日は、49 年７月１日であると認められることから、申立期間

に係る厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正す

ることが必要である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 47 年４月から同年７月

までは８万円、同年８月から 48 年７月までは９万 8,000 円、同年８月から

49 年６月までは 11 万円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47 年４月１日から 49 年７月１日まで 

    私は、昭和 40 年２月１日にＡ社に入社し、平成 14 年６月１日に退職

するまで継続して同社に勤務しており、同社Ｃ営業所から同社本社に転

勤になった昭和 47 年４月１日から 49 年７月１日までが厚生年金保険被

保険者となっていないことは納得できないので、厚生年金保険被保険者

記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された、申立人に係る退職者個人情報及び所属履歴情報並

びに雇用保険の記録により、申立人は申立期間においてＡ社に継続して勤

務していたことが認められる。 

   また、Ｂ社から提出された厚生年金保険被保険者資格取得届の控により、

事業主は申立人のＡ社に係る資格取得日を昭和 47 年４月１日、標準報酬月

額を８万円として社会保険事務所（当時）に届け出ていることが確認でき、

同社から提出された申立期間に係る「厚生年金基金加入員資格取得及び標

準給与決定通知書」及び「健康保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決

定通知書」と一致する上、「健康保険被保険者資格喪失確認通知書」により、

資格喪失日を 49 年７月１日と届け出ていることが確認できることから、事

業主は申立人が 47 年４月１日にＡ社における厚生年金保険被保険者資格



を取得し、49 年７月１日に資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所に行

ったことが認められる。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、Ｄ企業年金基金から提出さ

れた申立人に関する標準給与月額についての資料により、昭和 47 年４月か

ら同年７月までは８万円、同年８月から 48 年７月までは９万 8,000 円、同

年８月から 49 年６月までは 11 万円とすることが妥当である。



千葉厚生年金 事案 1880 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間のうち、平成２年 12 月 31 日から３年４月５日までの

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を同年

４月５日に訂正することが必要である。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、26 万円とすることが妥当で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 63 年 10 月３日から 64 年１月１日まで 

             ② 平成２年 12 月 31 日から５年２月１日まで 

    私は、昭和 63 年 10 月から平成５年１月まで、Ａ社に継続して勤務し、

給与から厚生年金保険料を控除されていたので、申立期間を被保険者期

間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間②について、申立人は、雇用保険の加入記録により、平成５

年２月 19 日までＡ社に継続して勤務していたことが確認できるが、オン

ライン記録では、２年 12 月 31 日に厚生年金保険被保険者の資格を喪失

していることが確認できる。 

    一方、Ａ社は、オンライン記録により、平成２年 12 月 31 日に休業を

理由に厚生年金保険の適用事業所でなくなっていることが確認できると

ころ、住所地を管轄する法務局の当該事業所に係る商業登記簿によると、

当該事業所はその後も法人格を有していたことが確認できる。 

    また、オンライン記録によると、Ａ社が適用事業所でなくなった約３

か月後の平成３年４月５日付けで、申立人の厚生年金保険被保険者の喪

失処理が遡及
そきゅう

して行われており、申立人の健康保険被保険者証の回収処

理も同年５月 28 日に行われていることが確認できる上、当該事業所にお

ける事業主及び取締役３人の標準報酬月額が、申立人の上記喪失処理日



と同じ日に遡及して訂正処理が行われていることが確認できるが、社会

保険事務所（当時）において、このような処理を行う合理的な理由は見

当たらない。 

    これらを総合的に判断すると、申立人について、平成２年 12 月 31 日

に資格を喪失した旨の処理を行う合理的理由は無く、当該資格喪失処理

に係る記録は有効なものとは認められず、申立人の資格喪失日は、社会

保険事務所が申立人の喪失処理を行った３年４月５日であると認められ

る。 

    なお、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社に係る平成

２年11月の社会保険事務所の記録から26万円とすることが妥当である。 

    一方、申立期間②のうち、平成３年４月５日から５年２月１日までの

期間については、雇用保険の加入記録から勤務していたことは認められ

るものの、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

を確認できる関連資料が無い上、申立人は３年 12 月５日から５年２月２

日までの期間についてＢ市において国民健康保険に加入していたことが

確認できる。 

    このほか、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

    これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

  ２ 申立期間①については、雇用保険の加入記録により、申立人が当該期

間にＡ社に勤務していたことが認められるが、オンライン記録によると、

当該事業所は、昭和 64 年１月１日に厚生年金保険の適用事業所となって

おり、申立期間において適用事業所ではなかったことが確認できる。 

    また、Ｂ市役所が保管する申立人に係る国民健康保険被保険者記録か

ら、申立人は、申立期間①当時、国民健康保険の被保険者であったこと

が確認できる。 

    このほか、申立期間①における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

    これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 1881 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日

に係る記録を平成 10 年６月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 36

万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 10 年５月 31 日から同年６月１日まで 

    私には、平成８年４月１日から 10 年５月 31 日までＢ県Ｃ市所在のＡ

社で勤務したときの厚生年金保険の加入記録があるが、同年５月分の厚

生年金保険料が給与から控除されているのに未加入となっている。同年

５月分の給与明細書を提出するので、当該事業所における資格喪失日を

同年６月１日に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持するＡ社の給与明細書及び雇用保険の加入記録により、申

立人は、当該事業所に申立期間を含めて継続して勤務し、申立期間に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、給与明細書の保険料控除額

から 36 万円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、事業主は既に亡くなっており、申立期間当時の当該

事業所におけるＤ（職種）担当の元取締役は、「厚生年金保険関係事務は、

社長が担当していたため、私は、申立人の申立てどおりの資格喪失の届出

及び保険料納付が行われたか否かについては分からない。」と回答している

が、事業主が資格喪失日を平成 10 年６月１日と届け出たにもかかわらず、

社会保険事務所（当時）がこれを同年５月 31 日と誤って記録することは考



え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会

保険事務所は、申立人に係る同年５月の保険料の納入の告知を行っておら

ず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべ

き保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、

申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



千葉厚生年金 事案 1882 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ

事務所における資格取得日に係る記録を昭和 22 年５月１日に訂正し、申立

期間の標準報酬月額を同年５月は 240 円、同年６月から同年 11 月までは

600 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 22 年５月１日から同年 12 月１日まで 

    私は、昭和 17 年８月にＤ区にあったＡ社に入社以来、56 年３月まで

継続して 38 年間勤務した。途中で社名変更や事務所の移転はあったが、

一貫して勤務した。厚生年金保険の記録が７か月抜けていることは納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間について、雇用保険の記録、申立人から提出のあった退職金計

算書及び元同僚の年金加入記録から判断すると、申立人は、Ａ社に継続し

て勤務し（同社Ｅ（部門）から同社Ｃ事務所に異動）、申立期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   なお、異動日については、Ａ社Ｅ（部門）に係る健康保険厚生年金保険

被保険者名簿において、「昭和 22 年５月１日全喪」の下に、「全員転勤」と

の記載があることが確認できることから、同日とすることが妥当である。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 22 年５月は申立人の同

年４月までの標準報酬月額から 240 円、同年６月から同年 11 月までは、申

立人と同時期に勤務していた元同僚の標準報酬月額の記録から 600 円とす

ることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、



事業主は保険料を納付したか否かについては不明としており、このほかに

確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せ

ざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

（当時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及

び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。



千葉厚生年金 事案 1883 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社に係る被保険者記録は、資格取得日が平成 14年 12月 1日、

資格喪失日が 15 年 12 月１日とされ、当該期間のうち、同年 11 月 30 日か

ら同年 12 月 1 日までの期間は厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、

年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間とされているが、

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同

社における資格喪失日を同年 12 月１日とし、申立期間の標準報酬月額を

17 万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 15 年 11 月 30 日から同年 12 月１日まで 

    私は、平成 15 年 11 月 30 日にＡ社を退職したが、同社が資格喪失日を

同年 11 月 30 日として届け出たために、同年 11 月分の厚生年金保険料が

給与から控除されていたのに、厚生年金保険の加入期間が同年 10 月まで

となっている。将来の年金給付に反映されるように記録を訂正願いたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された、平成 15 年 11 月分の厚生年金保険料を給与から控

除したことを認める意見書及び申立人が所持する同年 11 月分の給与明細

書（同年 12 月 29 日支給）により、申立人は申立期間において当該事業所

に同年 11 月 30 日まで勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社に係る給与明

細書の保険料控除額及びオンライン記録から 17 万円とすることが妥当で

ある。 



   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は、申立人に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日を誤

って届け出たことを認めていることから、事業主が平成 15 年 11 月 30 日を

資格喪失日として届け出、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る同年

11 月の保険料の納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知

を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険

料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 



千葉国民年金 事案 2415（事案 675 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和36年４月から47年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

   また、47 年４月から 52 年６月までの国民年金保険料については、重複

して納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36 年４月から 47 年３月まで 

             ② 昭和 47 年４月から 52 年６月まで 

    私が国民年金の資格を取得したのは昭和 36 年４月１日である。私が被

保険者となったころに交付された国民年金手帳記号番号は、Ａ市が 54

年８月に今の手帳記号番号に替えたために、消えており、それまでに納

付した36年４月からの195か月の国民年金保険の記録も消えているので

再審議願いたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳記号番号の払出年月は、昭和 54 年８月であること

が確認できるが、申立期間は時効により国民年金保険料を納付することが

できない期間であり、別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことをう

かがわせる事情も見当たらないことから、既に当委員会の決定に基づき平

成 20年 10月 22日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われ

ている。 

   申立人は、Ａ市が申立人の国民年金手帳記号番号を昭和 54 年８月に現在

の手帳記号番号に替えたために 36 年４月から 52 年６月までの 195 か月の

保険料が未納とされたと主張しているが、申立人が同市に居住した 37 年４

月から国民年金の加入手続を行ったとする 40年を含む 42年 11月までの期

間について、改めて国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査を行ったが申

立人の氏名は確認できず、別の手帳記号番号が払い出されたことをうかが

わせる事情は見当たらない。 



   また、昭和 36 年４月から 52 年６月までの保険料の納付については、納

付をうかがわせる新たな資料等が提出されておらず、当該主張は、委員会

の当初の決定を変更すべき新たな事情とは認められない。 

   そのほかに委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情も見当たらない

ことから、申立人が昭和 36 年４月から 47 年３月までの国民年金保険料を

納付していたものと認めることはできず、また、同年４月から 52 年６月ま

での国民年金保険料を重複して納付していたものと認めることはできない。



千葉国民年金 事案 2416 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 60年 10月から 61年１月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60 年 10 月から 61 年１月まで 

    私の国民年金の加入手続は、父がＡ市役所で行い、国民年金保険料は

送付されてきた納付書で、母が自宅に集金に来ていた信用金庫職員に納

付していたのに、申立期間が未加入で未納とされていることは納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 61 年２月ごろに申立人の父が国民年金の加入手続をした

と申述しているが、申立人が所持している年金手帳の「国民年金の記録」

欄には、国民年金に係る記号番号及び資格取得の記載が無い上、オンライ

ン記録により、申立人は同年２月２日に再就職をして厚生年金保険の資格

を取得していることが確認できることから、申立人の父が同年２月に加入

手続をしたとの申述には不自然さがみられる。 

   また、申立人は国民年金の加入手続及び国民年金保険料の納付に関与し

ておらず、関与したとする申立人の父及び母からは具体的な証言を得られ

ないことから、加入手続及び保険料納付の状況が不明である。 

   さらに、申立人の国民年金手帳記号番号の有無について、国民年金手帳

記号番号払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人の国民年金手

帳記号番号が払い出された形跡は見当たらないことから、申立期間は国民

年金に未加入の期間であり、保険料を納付することのできない期間である。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 2417 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 39 年 11 月から 40 年 12 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39 年 11 月から 40 年 12 月まで 

    私は 20 歳の時、Ａ市に住んでいたが同市では国民年金に加入しなかっ

た。昭和 41 年４月か５月に母が住んでいるＢ郡Ｃ町（現在は、Ｄ市）に

転居した後、すぐに母が役場で私の転入手続を行い、その際役場の係員

から私が国民年金に未加入であることを指摘されたので、母が私の国民

年金の加入手続を行い 20 歳からの国民年金保険料を納付した。申立期間

が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳記号番号は、国民年金手帳記号番号払出簿及び申

立人の前後の任意加入者の資格取得日から、昭和 43 年２月から同年３月に

払い出されていることが確認でき、払出しの時点で、申立期間は時効によ

り国民年金保険料を納付できない期間である。 

   また、国民年金手帳記号番号払出簿による縦覧調査の結果、Ｃ町におい

て申立人に別の手帳記号番号が払い出された形跡は見当たらない上、国民

年金の加入手続及び保険料の納付に関与したとする母は既に亡くなってお

り加入状況及び保険料の納付状況が不明である。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納

付していたことを示す周辺事情は見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 2418 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 54年７月から 56年 11月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54 年７月から 56 年 11 月まで 

    私の年金記録について、ねんきん特別便で昭和 54 年７月から 56 年 11

月までの期間が国民年金に未加入であるとの連絡があったが、これまで

の国民年金保険料の未納分については、平成 17 年に国民年金の任意加入

の手続後に納付してきたのに、申立期間が未加入、未納とされているこ

とは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、これまでの国民年金保険料の未納分については、平成 17 年に

国民年金の任意加入の手続後に納付してきたと申述しているが、任意加入

制度による納付は、過去の未納期間に対して納付するものではなく、加入

後の期間について納付するものであり、オンライン記録によると、申立人

は 60 歳のときに任意加入し、同年 12 月から 20 年 12 月の期間において保

険料を納付していることが確認できる。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 56 年 12 月３日に任意加

入により払い出されていることが確認でき、申立期間については国民年金

に未加入の期間であり、保険料は納付できない上、国民年金手帳記号番号

払出簿検索システムによる縦覧調査の結果においても、申立人に対し別の

手帳記号番号が払い出されていた形跡は見当たらない。 

   さらに、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付していたことをう

かがわせる事情は見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 2419 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和47年４月から50年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47 年４月から 50 年３月まで 

    私は、Ａ市役所で、夫と二人で９万円ぐらいの国民年金保険料を納付

し、これで年金額が満額になったことを確認した。それなのに３年間も

の未納期間があることは納得できないので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 50 年代に特例納付制度を利用し、47 年４月から 50 年３

月までの国民年金保険料の未納期間の解消を図ったと申述しているが、申

立人の特殊台帳には、第３回特例納付により 36 年４月から 47 年３月まで

の保険料 52 万 8,000 円を 55 年６月に納付したと記録されており、申立人

の夫の特殊台帳には、同じく第３回特例納付により 47 年４月から 49 年３

月までの保険料９万 6,000 円を 55 年６月に納付したと記録されている。 

   また、申立期間 36 か月を第３回特例納付で納付する場合、必要となる金

額は 14 万 4,000 円となり、申立人が主張する納付金額９万円台とは齟齬
そ ご

が

見られるなど、保険料の納付時期及び納付金額について具体的な納付状況

は不明である。 

   さらに、申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうか

がわせる周辺事情は見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 2420 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和44年４月から50年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44 年４月から 50 年３月まで 

    私は、昭和 46 年４月ごろ、親に勧められてＡ市役所Ｂ支所に行って国

民年金に加入し、その際、さかのぼって２年分の国民年金保険料を納付

することができると聞いたので納付した。その後の保険料は、市役所か

ら送られてきた納付書で銀行で納付した。44 年４月から 50 年３月まで

の保険料は納付したはずであり、未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳記号番号の前後の任意加入者の資格取得日から、

申立人の国民年金の加入手続は昭和 51 年２月から同年３月ごろに行われ

たことが推認でき、この時点で、申立期間のうち、44 年４月から 48 年 12

月までの期間の国民年金保険料は時効により納付できない。 

   また、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払

出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立期間の保険料を納付する前

提となる別の手帳記号番号が払い出されたことは確認できない。 

   さらに、申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）は無く、申立人と申立期間の保険料を一緒に納付したとする

申立人の夫も未納であり、ほかに申立期間の保険料を納付したことをうか

がわせる周辺事情は見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 2421 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和36年４月から42年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36 年４月から 42 年３月まで 

    私は、国民年金の加入手続をしたときに、特例納付制度のことを聞き、

市の窓口で国民年金保険料を納付した記憶がある。保険料の納付時期及

び保険料の納付金額は良く覚えていないが豚３頭分ぐらいの金額であっ

たと記憶している。国民年金制度が始まった昭和 36 年４月にさかのぼっ

て過去の未納期間を解消したはずであり、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 46 年９月ごろに国民年金の加入手続を行ったとき、特例

納付制度を利用し、36 年４月からの国民年金保険料の未納期間の解消を図

ったと申述しているが、保険料の納付金額及び納付時期について明確でな

く、具体的な納付状況は不明である。 

   また、申立人の特殊台帳には、第２回特例納付により昭和 42 年４月から

46年３月までの保険料４万 3,200円を 50年４月 23日に納付したことが記

録されており、申立人に同記録について説明したところ、申立人は特例納

付によって納付した納付時期及び納付金額についておおむね理解を示して

いる。 

   さらに、申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付したことをうかがわ

せる事情は見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 2422 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和60年８月から61年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60 年８月から 61 年６月まで 

    私は、60 歳になったときにＡ市役所の年金係の窓口で、担当者から任

意加入手続及び国民年金保険料の納付を勧められ、その場で加入手続及

び保険料納付を行ったはずであり、未加入とされていることは納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、60 歳になったときにＡ市役所の年金係の窓口で国民年金の任

意加入手続及び国民年金保険料の納付を行ったと主張しているが、申立人

が所持している年金手帳には 60 歳になる前日の昭和 60 年＊月＊日に国民

年金の被保険者資格を喪失し、61 年７月３日に任意で資格を再取得と記載

されており、オンライン記録と一致していることから、申立期間は国民年

金に未加入期間であり保険料を納付できない期間である。 

   また、申立人は国民年金の加入手続及び保険料の納付状況について記憶

が不鮮明のため、具体的な納付状況等が不明である。 

   さらに、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる事情は見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 2423 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 44 年 12 月から 50 年３月までの期間及び平成 14 年６月の

国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：① 昭和 44 年 12 月から 50 年３月まで 

            ② 平成 14 年６月 

    申立期間①について、私はＡ町（現在は、Ｂ市）へ転居した昭和 50

年の秋に、国民健康保険の手続に町役場へ行った際、国民年金の未納分

を一括して納付するよう言われたので、夫が役場の窓口で提示された額

である 15 万円から 16 万円を納付書によらず現金で納付した。また、申

立期間②は口座振替で納めていた期間であり、預金通帳にはっきり記録

があるので未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、申立人は、未納分の国民年金保険料を一括で納

付したと主張するところ、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 50 年９

月 30 日に社会保険事務所（当時）からＡ町に払い出された番号の一つで、

前後の任意加入者の資格取得日から、申立人は同年 12 月ごろに夫婦一緒に

国民年金の加入手続を行ったと推認でき、この時点で、申立期間①のうち

48 年４月から同年９月までは第２回特例納付及び過年度納付においても

納付できない期間である上、申立人の主張以外に納付の事実を示す関連資

料及び周辺事情は無く、ほかに申立期間①の保険料を納付していたことを

うかがわせる事情は見当たらない。 

   また、申立期間②については、申立人は、申立人の夫名義の預金通帳に

平成 14 年７月１日に「Ｃ」という名目で１万 3,300 円の２口分が口座振替

されている記載があることから、保険料を納付したと主張するところ、同

記載は同年５月の夫婦二人分の保険料が７月１日（本来の振替日６月 30

日が日曜日であったため翌日に口座振替されている。）に口座振替されたも



のであり、オンライン記録と一致していることが確認できる。 

   さらに、申立人自身は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与し

ておらず、申立期間の加入手続及び保険料の納付を行ったとする申立人の

夫は既に亡くなっているため、保険料の具体的な納付状況が不明である上、

申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告

書等）は無く、ほかに申立期間②の保険料を納付していたことをうかがわ

せる事情は見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 2424 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成５年10月から11年２月までの国民年金保険料については、

免除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 48 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年 10 月から 11 年２月まで 

    私は、20 歳になりＡ市役所から国民年金保険料を納付するよう通知が

来たが、当時大学生だったため、市役所に納付することができない旨を

担当者に伝え、保険料免除の手続をし、それ以降、国民年金の納付書が

送付されて来なかったので、免除されたものと思っていた。このときに

は年金手帳の交付は受けていない。平成９年３月に大学を卒業後、再度

加入の案内が来たが２年間専門学校に通っていたので、再度、保険料免

除の手続をしたと記憶している。学生時代に手続した免除の記録が反映

されていないので記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳になった平成５年＊月に国民年金の加入手続及び国民年

金保険料の免除申請を行ったと主張しているところ、当時は基礎年金番号

制導入以前であり、加入手続を行った場合、国民年金手帳記号番号が払い

出されることとなっているが、オンラインシステムによる氏名検索の結果、

Ａ市において申立人に国民年金手帳記号番号が払い出されたことをうかが

わせる事情は見当たらない。 

   また、申立人は国民年金の加入手続時に年金手帳を受け取っていないと

申述しているが、Ａ市役所では、申立期間当時、国民年金の加入手続をし

た場合、年金手帳をその場で即日交付していたと回答している。 

   さらに、保険料の免除が承認されるのは、申請を行った前月からその年

度内までとなっていることから、通常、保険料の免除申請は毎年行う必要

があるが、申立人は平成５年＊月ごろと９年３月ごろのそれぞれ 1 回ずつ

しか手続を行っていないと申述している上、ほかに申立期間の保険料が免

除されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと

認めることはできない。



千葉国民年金 事案 2425 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和42年６月から50年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42 年６月から 50 年３月まで 

    私は、Ａ市役所から未納の通知がはがきで送られて来たので、いつご

ろかは覚えていないが、Ａ市役所の窓口にて納付手続を行い、過去の未

納分の国民年金保険料を一括で納付しているはずであり、申立期間が納

付済みとされていないことは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持している国民年金手帳には、昭和 42 年６月１日に国民年金

の被保険者資格を喪失し、その次に被保険者資格を取得したのは 50 年４月

２日（任意加入）と記載されており、申立期間の国民年金の被保険者資格

記録の記載は無く、その資格記録とオンライン記録が一致していることか

ら、申立期間は国民年金に未加入の期間で国民年金保険料を納付できない

期間である。 

   また、Ａ市において申立期間の保険料を納付する前提となる別の国民年

金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらな

い。 

   さらに、申立人は、申立期間に係る保険料を一括納付した時期、納付金

額、納付方法等についての記憶が明確ではなく、申立期間の保険料の納付

状況等が不明である上、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 2426 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 60 年７月から平成元年３月までの期間及び７年７月から

同年 11 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認

めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 60 年７月から平成元年３月まで 

             ② 平成７年７月から同年 11 月まで 

    私自身は、申立期間に係る国民年金の加入手続及び国民年金保険料の

納付には関与していないが、申立期間①については、大学時代に 20 歳に

なったとき、母が知人から国民年金の有用性を聞き、私の保険料を納付

し始めたというのを聞いたことがあり、申立期間②については、Ａ事業

所を退職後、再度国民年金に加入し、母が保険料を納付していたという

ことを聞いたことがある。申立期間①及び②が未加入の記録とされてい

ることは納得できないので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳記号番号は、その前後の任意加入被保険者の資格

取得日から、平成元年４月ごろに払い出されていることが推認でき、申立

人は、同年３月までは昼間の大学生であったと申述していることから、申

立期間①は、国民年金の任意加入対象期間となり、国民年金の制度上、任

意加入期間の国民年金保険料をさかのぼって納付することはできない。 

   また、申立期間①及び②は、未加入期間で保険料を納付することはでき

ない期間であり、国民年金手帳記号番号払出簿検索システムによる縦覧調

査の結果、申立期間の保険料を納付する前提となる別の手帳記号番号が払

い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   さらに、申立人自身は、申立期間の加入手続及び保険料納付に関与して

おらず、申立人の保険料を納付したと主張する申立人の母も話を聞くこと

ができない状態であることから、当時の国民年金の加入状況、保険料の納



付状況等が不明である。 

   加えて、申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（確定申告書、

家計簿等）は無く、ほかに保険料を納付したことをうかがわせる事情も見

当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 2427 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和53年９月から54年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53 年９月から 54 年９月まで 

    私は、国民年金に加入し国民年金保険料を納付してきた。申立期間の

13 か月は自宅に来た集金人に納付したのに、未加入とされていることは

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 54 年９月に社会保険事務所（当

時）からＡ市に払い出された番号の一つであり、前後の任意加入被保険者

の加入が共に同年 10 月 15 日であることから、申立人が国民年金の加入手

続をしたのは同年 10 月 15 日と推認できる。 

   また、申立人は昭和 52 年６月 26 日から厚生年金保険第４種の資格を取

得し、厚生年金保険加入期間が 20 年に達した 53 年９月１日に資格を喪失

しており、この後に加入する国民年金は任意加入となることから、申立人

が国民年金の加入手続をした時点で申立期間は資格をさかのぼって取得す

ることができないため未加入期間であり、国民年金保険料を納付できない

期間である。 

   さらに、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号

払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が

払い出された事情はうかがえない上、申立期間について保険料を納付して

いたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期

間の保険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 2428 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和44年６月から46年５月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44 年６月から 46 年５月まで 

    私が 20 歳になったときから、父が、両親と私の分の国民年金保険料を

一括して納付してくれていたはずなので、申立期間が未納とされている

ことは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人が昭和 44 年＊月に 20 歳になったときから、父が家族

３人分の国民年金保険料を一括して納付していたと主張しているが、申立

人の国民年金手帳記号番号は 47 年２月 29 日にＡ市に払い出された番号の

一つで、申立人の手帳記号番号の前後の任意加入者の資格取得日から、同

年３月ごろに加入手続を行い、申立人の弟と連番で払い出されたものと推

認でき、その時点において申立期間の一部は時効により保険料を納付でき

ない期間である。 

   また、オンライン記録によると、申立人が保険料納付を始めた昭和 46

年６月は、手帳記号番号が連番で払い出された申立人の弟が資格を取得し

た月と符合し、弟も同年６月から保険料を納付していることから、申立人

についても、同年６月から保険料を納付を開始したと考えても不自然では

ない。 

   さらに、申立人は、加入手続及び保険料の納付については関与しておら

ず、保険料を納付していたとする申立人の父は既に亡くなっており、加入

手続及び納付状況は不明である上、申立期間について保険料を納付してい

たことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに国民年金

保険料を納付していたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 2429 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和53年５月から61年３月までの国民年金保険料については、

免除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53 年５月から 61 年３月まで 

    私は、再就職先が見つからずアルバイト等で何とか生計を立てていた

時期、子供もまだ小さく生活に余裕が無い状態だったため、昭和 53 年５

月から 61 年３月までの期間の国民年金保険料については、妻に免除申請

を頼んだと記憶している。 

    ねんきん特別便を受け取り、妻の免除期間と比較して自分の免除期間

が短いことが判明したが、この期間は自分も免除申請したにもかかわら

ず、申立期間について未納とされていることは納得できないので調査し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、免除申請を依頼したとするその妻と世帯を別にしていた期間

があると申述しているが、別世帯であった正確な期間は不明とのことであ

り、申立期間当時の住所についても、戸籍附票の保存期間が経過しており、

夫婦の当時の居住地が特定できず、申立期間の免除申請手続をした場所等

について確認ができない。 

   また、申立人は免除申請手続の状況や免除承認の通知書が送られてきた

かどうかについては、妻に免除申請手続をすべて任せており、現在は書類

が手元に何も残っておらず、不明であると述べている上、手続をしたとす

るその妻も、申立期間における免除申請手続を夫婦どちらがどのようにし

たのかについて、記憶が定かではないと述べている。 

   さらに、申立期間において免除申請手続したことをうかがわせる事情は

見当たらず、申立人が申立期間当時、免除申請手続を適切に行っていたと

いう心証を得るまでには至らなかった。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料について免除されていた

ものと認めることはできない。 



千葉厚生年金 事案 1884 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 29 年４月から 31 年８月 16 日まで 

             ② 昭和 31 年８月 20 日から同年８月 31 日まで 

    私は、昭和 29 年にＡ事業所Ｂ部の臨時職員公募試験に合格し、同年

４月から 31 年８月 31 日まで勤務していたはずなのに、厚生年金保険の

被保険者期間が同年８月 16 日から同年８月 20 日までしかないことは納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人と同時期に採用され、同じ業務に就いていた元同僚の証言及びＡ

事業所が提出した人事記録に、昭和 31 年８月 16 日にＢ部Ｃ（職種）の臨

時職員として採用され、32 年３月 25 日に依願退職と記載されていること

から判断すると、申立人は、当該期間において勤務していたことは推認で

きる。 

   しかしながら、当該事業所は、「原則として、勤務時間が週 40 時間に

満たない臨時職員は厚生年金保険の対象となっておらず、申立人は学生の

臨時職員であることから、昭和 31 年８月に資格取得させたのは何かの間

違いか事務処理ミスである。」と回答している。 

   また、申立人と同じく昭和 31 年８月 16 日に資格取得し、同年８月 20

日に資格喪失している者が８名確認でき、このうち連絡の取れた１名（上

記元同僚）は、「私は、申立人と同じく学生アルバイトだった。勤務は１

日交代で、仮眠時間を除いた実労働時間は１日５時間くらいであった。は

っきり覚えていないが、厚生年金保険は適用されておらず、給料から厚生

年金保険料も控除されていなかったはずである。」と証言している。 

   さらに、当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立期間に



申立人の氏名は無く、整理番号に欠番も無い上、申立人が申立期間におい

て、事業主により保険料を控除されていたことを確認できる給与明細書等

の関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 1885 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 30 年７月 27 日から 31 年 10 月 21 日

までは、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたと認めることはできない。 

   また、申立期間のうち、昭和 29 年６月１日から 30 年７月 27 日までの

期間に係る厚生年金保険被保険者記録の訂正の必要はない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29 年６月１日から 31 年 10 月 21 日まで 

    私は、昭和 29 年６月１日にＡ社に入社し、34 年 10 月 15 日まで継続

して勤務したのに、申立期間のうち、29 年６月１日から 30 年７月 27

日までの期間が、Ａ社ではなくＢ社の記録になっていること、及び同年

７月 27 日から 31 年 10 月 21 日までの期間が、Ａ社における厚生年金の

加入期間とされていないことに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、｢Ｂ社に勤務したのは昭和 27 年ごろであり、29 年６月から

はＡ社に勤めた。｣と主張している。 

   しかし、Ｂ社から提出された申立人に係る失業保険被保険者離職票によ

り、申立人が昭和 29 年４月 10 日に失業保険の資格を取得し、30 年５月

31 日に離職（Ｂ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、資格

喪失日が同年７月 27 日となっていることとの関連性は不明。）している

ことが確認できる。 

   また、Ａ社から提出された申立人に係る人事記録により、申立人は昭和

30 年 12 月 1 日に雇用され、34 年 10 月２日に退職していることが確認で

きる上、健康保険及び厚生年金保険の資格取得は 31 年 10 月 21 日である

ことが確認でき、オンライン記録と一致するところ、当該事業所は、｢雇

用から厚生年金保険の資格取得までの間は、試用期間であった。｣と回答

している。 



   さらに、申立人は、｢昭和 29 年の４月にＣ高等学校の定時制に入学し

た。｣と供述しているところ、同校の卒業名簿に 34 年３月２日卒業の記載

があり、Ａ社から提出された上記人事記録の履歴欄に「昭和 34 年３月 

Ｄ県立Ｃ高等学校定時制卒業」の記載があることと一致し、同校がＥ市に

所在することを考え合わせると、申立人は、Ｆ市に所在したＢ社を退職後、

Ｅ市に転居し、同校の定時制に通学しながらＡ社に勤務していたと考えら

れる。 

   加えて、申立人が所持する厚生年金保険被保険者証において、初めて資

格を取得した日は、昭和 31 年 10 月 21 日となっており、Ａ社での被保険

者台帳記号番号及び被保険者資格取得年月日と一致する。 

   このほか、申立期間において、申立人が厚生年金保険被保険者としてＡ

社により給与から保険料を控除されていたことを示す関連資料及び周辺事

情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間のうち、昭和 30 年７月 27 日から 31 年 10 月 21 日までの期間に

ついては、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

また、申立期間のうち、昭和 29 年６月１日から 30 年７月 27 日までの

期間については、オンライン記録のとおり、Ｂ社において厚生年金保険に

加入していたと認められることから、厚生年金保険被保険者記録の訂正の

必要は無い。



千葉厚生年金 事案 1886 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 23 年５月 25 日から 23 年９月１日まで 

    私は、昭和 23 年４月から同年８月までＡ社に勤務したが、そのうち

同年５月 25 日以降の年金記録がないので、厚生年金保険の被保険者と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、｢Ａ社に昭和 23 年５月 25 日以降も勤務した。｣と主張してい

る。 

   しかし、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立期

間に勤務していた複数の元同僚に聴取しても、具体的な証言を得ることは

できず、申立人の勤務期間を特定することができない。 

   また、当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立期間に申

立人の氏名は無く、健康保険の整理番号に欠番は無い。 

   さらに、Ａ社の当時の事業主は所在不明であることから、申立期間当時

の申立人の勤務実態及び当時の状況を確認することができない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 1887 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 23 年４月 19 日から同年７月 22 日まで 

             ② 昭和 24 年１月６日から同年６月 29 日まで 

    昭和 23 年４月 19 日から 34 年 11 月 10 日までＡ社Ｂ工場で働いてい

た。入社してすぐに厚生年金保険に加入していたと思っていたので、申

立期間に係る記録が欠落していることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は、｢昭和 23 年３月に専門学校を卒業し、

同年４月に先輩の紹介でＡ社に入社した。｣と主張しているところ、申立

人から提出された日記の記載内容により当該事業所に勤務していたことは

推認できる。 

   しかし、申立人は、｢Ａ社Ｂ工場において継続して勤務していた。｣と主

張しているが、オンライン記録によると、昭和 24 年６月 29 日から 26 年

４月１日までの期間は当該事業所本社の被保険者となっているところ、本

社が厚生年金保険の適用事業所となったのは 24 年２月１日であり、申立

期間①は当該事業所が適用事業所になる前の期間である。 

   また、Ａ社Ｂ工場（昭和 21 年 10 月３日新規適用）に係る健康保険厚生

年金保険被保険者名簿において、申立期間①について申立人の氏名は無く、

健康保険の整理番号に欠番は無い。 

   さらに、複数の元同僚の入社時期と厚生年金保険への加入時期について

調査した結果、１か月程度の空白期間があることから、Ａ社Ｂ工場では、

従業員を入社と同時に、厚生年金保険に加入させる取り扱いとはなってい

なかったことが考えられる。 

   申立期間②について、申立人は、｢Ａ社Ｂ工場で継続して勤務してい



た。｣と主張しているが、申立期間②においてＡ社Ｂ工場の健康保険厚生

年金保険被保険者名簿に申立人の氏名は無く､健康保険の整理番号に欠番

は無い。 

   また、昭和 24 年６月 29 日から 26 年４月１日まで申立人の被保険者資

格記録が確認できるＡ社本社（24 年２月１日新規適用）の健康保険厚生

年金保険被保険者名簿の新規適用年月日から 24 年６月 29 日までに、申立

人の氏名は無く、健康保険の整理番号に欠番は無い。 

   さらに、Ａ社Ｃ工場（昭和 20 年９月１日適用）の健康保険厚生年金保

険被保険者名簿を調査したが、申立期間②において申立人の氏名は無く、

健康保険の整理番号に欠番は無い。 

   加えて、Ａ社は既に適用事業所でなくなっており、事業主も死亡してい

ることから、申立人の当時の状況について確認することができない。 

   このほか、申立期間において、申立人が厚生年金保険被保険者として事

業主により保険料を給与から控除されていたことを示す関連資料及び周辺

事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 1888 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 61 年９月１日から 62 年９月１日まで 

             ② 昭和 62 年９月１日から 63 年１月 25 日まで 

    私は、昭和 61 年９月１日から 62 年９月１日までＡ社に、同年９月 1

日から 63 年１月 25 日までＢ社にそれぞれＣ（部門）の課長として勤務

していた。当時の部下であった同僚が社会保険に加入しているので社会

保険料は控除されていたはずであり、厚生年金の記録がないことは納得

がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、Ａ社の事業主及び同僚の証言により、申立人が同

社に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、申立人は、｢申立期間①において国民健康保険に加入してい

た。｣と供述しているところ、オンライン記録により、申立人は、申立期

間①において国民年金の被保険者であることが確認できる。 

   また、オンライン記録により、国民年金保険料の納付状況を確認すると

昭和 60 年４月から申立期間①の一部を含む 62 年３月までは保険料の申請

免除を受け、同年７月１日に追納申込みを行い、全免除期間を追納してい

ることが確認できる。 

   さらに、Ａ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立期間

①に申立人の氏名は無く、健康保険の整理番号に欠番は無い。 

   加えて、当時の事業主は、｢事業所は倒産しており、当時の関係資料は

無く、申立人の給与から厚生年金保険料を控除していたかは不明であ

る。｣と回答している上、申立期間①において、申立人が厚生年金保険被

保険者として事業主により保険料を給与から控除されていたことを示す関



連資料及び周辺事業は見当たらない。 

   申立期間②についてＢ社の事業主及び元同僚の証言により、申立人は、

同社に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、申立人が記憶している同僚は、｢申立人が社会保険に加入して

いたかどうかは分からないが、当時は加入していない人がいたことを覚え

ている。｣と証言しており、申立人の厚生年金保険の加入状況について具

体的な証言を得ることはできない。 

   また、当時の事業主は、｢申立人は当時課長であったが、社会保険に加

入していたかどうか覚えていない。当時の厚生年金保険の担当者も覚えて

いない。また、社員名簿、給与台帳などの関係諸帳簿は会社が倒産してい

るため残っていない。｣と証言しており、そのほか申立人に係る厚生年金

保険料の控除について確認することができない。 

   さらに、申立人は、｢申立期間②において国民健康保険に加入してい

た。｣と供述しているところ、申立期間②は、オンライン記録により、国

民年金の被保険者であることが確認できる。 

   このほか、申立期間②において、申立人が厚生年金保険被保険者として

事業主により保険料を給与から控除されていたことを示す関連資料及び周

辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 1889 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 56年２月及び同年３月 

             ② 昭和 56年６月１日から 57年５月１日まで 

    私は、Ａ事業所に昭和 56 年２月から常勤で勤務していたが、厚生年

金保険の記録が同年３月１日からになっている。また、継続して 58 年

５月１日まで勤務していたが、56 年６月１日から 57 年５月１日までの

空白期間があることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   複数の元同僚の証言により、申立人が申立期間①及び②において、Ａ事

業所に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、申立期間①について、当該事業所において厚生年金保険被保険

者資格を有する複数の元同僚は、「申立人は、一定期間パートタイマーだ

ったと思う。その後に常勤になったような記憶がある。」と回答している。 

   また、雇用保険の記録により、昭和 57 年２月１日に雇用保険の被保険

者資格を取得していることは確認できるが、元同僚は、「一度辞めて、再

度パートタイマーで勤務したような気がする。」と供述している。 

   さらに、当該事業所の被保険者原票において、申立期間①及び②に申立

人の氏名は無く、健康保険の整理番号に欠番は無い上、ほかに申立人の申

立期間①及び②における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。



千葉厚生年金 事案 1890 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42 年９月 10 日から 43 年８月 26 日まで 

    私は、Ａ社に昭和 42 年９月から約１年間勤務し、給料から厚生年金

保険料を控除されており、厚生年金保険の記録が無いことは納得できな

いので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社の住所地を管轄する法務局の同事業所に係る閉鎖登記簿謄本から、

同事業所は、昭和 42 年８月 16 日に設立されたことが確認できる。 

   しかし、複数の元同僚は、申立人と一緒に勤務したと供述しているもの

の、申立人が当該事業所に勤務していた期間までの証言を得ることができ

なかった。 

   また、Ｂ年金事務所は、「Ａ社の新規適用日は昭和 43 年７月１日であ

り、それ以前に届出がなされていたかどうかは不明である。」と供述して

いるところ、当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の同年７月

１日以降の申立期間に申立人の氏名は無く、健康保険の整理番号に欠番は

無い。 

   さらに、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所になった昭和 43 年７

月１日に被保険者資格を取得している複数の元同僚は、適用前から勤めて

いたと供述しているところ、適用前の期間は厚生年金保険に加入していな

い。 

   このほか、申立期間において厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていた事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 1891 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 31 年８月 29 日から 33 年４月１日まで 

    昭和 31 年５月 28 日からＡ社（現在は、Ｂ社）で厚生年金保険に加入

していたが、同年８月 29 日に資格喪失したと記録されている。資格喪

失したとされている日から 33 年３月に大学を卒業するまで、昼は同事

業所に勤務しながら夜は大学で学んでいた。仕事をしていなければ夜間

大学に通うことができなかったことから勤務していたことは間違いない。

厚生年金保険の被保険者記録について調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬決定（改

定）通知書（昭和 31 年８月１日現在）により、同年８月１日まで当該事

業所に在籍していたことは確認できる。 

   しかし、同標準報酬決定通知書の申立人の備考欄に「31.８.29 喪失」

の赤字記載及び元同僚１名の備考欄に「31.８.25 喪失」の赤字記載があ

り、申立人は、昭和 31 年８月 29 日に、元同僚は、同年８月 25 日に当該

事業所における被保険者資格を喪失していることが確認できることから、

当該記載は、同年８月１日現在で在籍する者についての標準報酬月額の定

時決定の届出を行った後に申立人及び元同僚１名について当該事業所から

被保険者資格喪失届が提出されたことに伴い、社会保険事務所（当時）か

ら標準報酬決定通知書を送付する際に、その旨を明記したものと考えるの

が自然である。 

   また、当該事業所から提出された申立人に係る所得税源泉徴収簿におい

て、昭和 31 年７月及び同年８月の社会保険料の控除額は確認できるが、

同年９月以降については記載がないことから、申立人は当該事業所におい



て同年９月以降の給与を受給していないと認められる。 

   さらに、事業主は、社会保険事務所に対して申立てどおりの届出は行っ

ていないと回答しているところ、当該事業所の被保険者名簿の備考欄に

「証返」の記載がある上、申立期間に申立人の氏名は無く、健康保険の整

理番号に欠番は無い。 

   このほか、申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 1892 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49 年４月から 50 年２月 21 日まで 

    私は、昭和 49 年４月にＡ社に正社員として入社し、50 年２月 20 日

に退社したが、この期間が、厚生年金保険被保険者期間として認められ

ないと社会保険事務所（当時）から回答を受けた。申立期間について被

保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が記憶していたＡ社Ｂ営業所の責任者が、申立期間は申立人と一

緒に勤務していた旨述べていることから、申立人が申立期間において当該

事業所で勤務していたことは推認できる。 

   しかし、当該責任者は、「私が、申立人を採用したが、会社の経営が苦

しい時であったので、パートタイマーとして採用し、厚生年金保険の加入

の件は話をしていない。」と供述している。 

   また、事業主も亡くなっており、当時、従業員でもあった事業主の妻は、

当時の総務の担当者は分からない旨述べていることから、申立人の厚生年

金保険の加入状況について確認することができない。 

   さらに、当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者原票を確認したと

ころ、昭和 48 年 10 月１日から 50 年６月１日までの期間に厚生年金保険

被保険者となった者はおらず、その間の健康保険の整理番号に欠番は無い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 1893 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53 年４月１日から 58 年６月１日まで 

    私は、申立期間においてＡ社に勤務し、厚生年金保険の被保険者にな

っていると思っていたが、被保険者期間となっていないため、調査の上、

記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   複数の元同僚、元役員の証言及び雇用保険の加入記録から、申立人が申

立期間においてＡ社に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、Ａ社の事務担当者であった元役員は、「社員の厚生年金保険の

手続については、関連会社のＢ社の被保険者として社会保険事務所（当

時）に届け出ていた。」と証言しており、オンライン記録により、上記役

員が氏名を挙げた従業員を調査したところ、当該従業員については、Ｂ社

での厚生年金保険被保険者として確認できたが、申立人の氏名は確認でき

ない。 

   また、上記役員は、「Ｂ社ではＡ社の従業員に係る厚生年金保険につい

て、何も資料は無い。」と証言しており、当時の厚生年金保険の加入状況

について確認することができない。 

   さらに、上記役員は、「従業員の希望で厚生年金保険へ加入させない場

合もあった。」と証言している。 

   加えて、申立人が提出したＡ社における 10 月及び５月（年の記載無

し。）の給与明細書によると、給与から厚生年金保険料が控除されていな

いことが確認できる。 

   このほか、Ａ社は既に廃業しており、申立人の申立期間における厚生年

金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 1894 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57 年 10 月から 59 年２月 16 日まで 

    ねんきん特別便で確認したところ、Ａ社Ｂ店に勤務した期間のうち、

昭和 57 年 10 月から 59 年２月 16 日までの期間が未加入期間になってい

ることが判明した。預金通帳により給与が支給されていたことが確認で

きるので、厚生年金保険加入期間と認めてもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の申立内容、申立人から提出された給与振込が確認できる預金通

帳及び申立期間当時のＡ社Ｂ店店長の証言により申立人が申立期間におい

て、同社にＣ（作業）のパートタイマーとして勤務していたことは推認で

きる。 

   しかし、Ａ社は、「申立期間当時の資料が残っていないため、申立人の

勤務実態や厚生年金保険の届出については不明である。」と回答している。 

   また、申立人は、申立期間当時の同職種の同僚として複数の氏名を挙げ

ているところ、いずれも姓だけの記憶でありその者を特定することができ

ない上、同じく申立人が事務職員として姓だけを記憶している者は、当該

事業所の事業別被保険者名簿から該当者が特定できるものの、既に亡くな

っていることから申立人の勤務実態や厚生年金保険の加入状況について確

認することができない。 

   さらに、当時、Ａ社Ｂ店を統括していた地区本部の総務担当者２名は、

「パートタイマーの厚生年金保険の適用は、正社員の４分の３以上の勤務

時間、日数の規定はあったが会社としては積極的ではなかった。途中で適

用になるのは、社会保険事務所（当時）からの指導や勤務時間が長くなっ

たこと、正社員になった等が考えられるが、会社が厚生年金保険の届出を



していない者から保険料を控除することは考え難い。」と証言している。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 1895 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 10 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 28 年２月から 33 年５月まで 

             ② 昭和 33 年６月から 34 年８月まで 

    私は、昭和 28 年２月から 33 年５月まで、Ａ区Ｂに在ったＣ事業所に、

その後、同年６月から 34 年８月まで、Ｄ県Ｅ市のＦ線Ｇ駅の近くに在

ったＨ社Ｉ工場（Ｊ社が承継会社）に勤務し、それぞれ、厚生年金保険

に加入していたはずであり、その間の記録が欠落していることは納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人は、「Ａ区に所在するＣ事業所に勤務し

ていた。」と主張しているところ、当該事業所は、オンライン記録にお

いて、厚生年金保険の適用事業所として確認することができない上、住

所地を管轄する法務局の商業登記においても、Ａ区に所在する「Ｃ事業

所」という事業所は確認できない。 

    また、厚生年金保険の適用事業所名簿に登載されている「Ｃ事業所」

を含む商号を有する類似の名称の３事業所に係る健康保険厚生年金保険

被保険者名簿には申立人の氏名の記載は無い。 

    さらに、申立人に当該事業所に係る元事業主及び元同僚についての記

憶が無いため、当該事業所の特定及び申立期間①における勤務実態を確

認することができない。 

    このほか、申立期間①における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ２ 申立期間②については、申立人がＨ社Ｉ工場において、申立人同様、



臨時社員として勤務していたとして氏名を挙げた元同僚は、当該事業所

の健康保険厚生年金保険被保険者名簿に氏名の記載は無い上、所在が不

明なため、当該事業所における勤務実態及び厚生年金保険料の控除の有

無に係る証言を得ることができない。 

    また、申立人は、当該事業所に係る厚生年金保険の加入について、

「勤務形態が臨時社員で、勤務期間が短期であったため厚生年金保険に

加入していなかったかも知れない。」と供述している。 

    さらに、Ｊ社は、「Ｈ社Ｉ工場は、平成 10 年 10 月 31 日に閉鎖され、

関係資料は何も残っていないため、申立人の厚生年金保険被保険者資格

の届出及び厚生年金保険料を納付したか否かについては、調査すること

ができない。」と回答している。 

    このほか、申立期間②における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ３ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年

金保険料を各事業主により給与から控除されていたことを認めることは

できない。



千葉厚生年金 事案 1896 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43 年４月４日から 45 年４月４日まで 

    私は、昭和 43 年４月４日にＡ区Ｂ所在のＣ社に入社し、Ｄ（職種）

として勤務し、その後同年４月末にはＥ（資格）を取得して 45 年８月

15 日まで勤務していた。その間、厚生年金保険に加入していたはずで

あるが、43 年４月４日から 45 年４月４日までの期間が欠落しているこ

とに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の雇用保険の加入記録は昭和 43 年４月４日に資格取得し、45 年

３月６日に資格喪失していることから、申立期間のうち昭和 43 年４月４

日から昭和 45 年３月６日までＣ社に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、オンライン記録によると、申立人と一緒に面接を受けて採用さ

れた元同僚も厚生年金保険の資格取得日は申立人と同じ昭和 45 年４月４

日となっており、採用から２年経過後に被保険者資格を取得していること

が確認できる。 

   また、資格取得日が申立人と同日であるもう一人の元同僚も昭和 48 年

６月に５年間無事故の表彰を受けていることから当該同僚の入社は 43 年

４月ごろと推認できる。 

   これらのことから判断すると、当該事業所では、従業員を入社後すぐに

厚生年金保険に加入させる取扱いではなく、相当期間経過後加入させる取

扱いであったことがうかがえる。 

   さらに、申立期間当時の申立人の元上司は、「申立人の氏名は記憶して

いるが勤務期間は特定できない。」と供述しており、当時の経理担当者も

亡くなっていることから、申立期間当時の状況は確認することができない。 



   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 1897 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 40 年４月から 44 年ごろまで 

             ② 昭和 44 年ごろから 45 年ごろまで 

             ③ 昭和 45 年ごろから 46 年ごろまで 

    私は、中学校卒業後の昭和 40 年４月にＡ事業所に入社し、以降、Ｂ

事業所、Ｃ社と勤務してきたのに、申立期間の厚生年金保険被保険者記

録が無いことに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は、｢Ａ事業所に勤務していた。｣と主張し

ている。 

   しかし、オンライン記録によると、申立期間当時、申立人が勤務してい

たとするＤ区に所在する「Ａ事業所」という名称の厚生年金保険の適用事

業所は見当たらない。 

   また、申立人は同僚等の氏名を記憶していないことから、同僚等に聞き

取り調査を行うことができず、申立人の勤務実態及び当時の状況について

確認することができない。 

   さらに、Ｄ区Ｅに所在する「Ａ事業所」の施設開設等の登録についてＤ

区保健所に問い合わせたところ、事業廃止後１年で台帳は廃棄しており、

現時点で登録は確認できないと回答している。 

   このほか、申立期間①における厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   申立期間②について、申立人は、｢Ｂ事業所に勤務していた。｣と主張し

ている。 

   しかし、オンライン記録によると、申立期間当時、申立人が勤務してい



たとするＦ区Ｇに所在する「Ｂ事業所」という名称の厚生年金保険適用事

業所は見当たらない。 

   また、申立人は同僚等の氏名を記憶していないことから、同僚等に聞き

取り調査を行うことができず、申立人の勤務実態及び当時の状況について

確認することができない。 

   さらに、Ｆ区Ｇに所在する「Ｂ事業所」の施設開設等の登録についてＦ

区保健所に問い合わせたところ、昭和 50 年以前に事業を廃止した施設の

台帳は廃棄しており、現在保管されている台帳にも、昭和 40 年代時点か

ら登録されているＢ事業所は見当たらないと回答している。 

   このほか、申立期間②における厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   申立期間③について、申立人は、｢Ｃ社に勤務していた。｣と主張してい

るところ、当該事業所は、「かなり以前からいる従業員が、申立人は昔３

年ぐらい勤務していたことがあったと思うと言っている。」と回答してい

ることから、時期は特定できないものの、申立人が当該事業所に勤務して

いたことは推認できる。 

   しかし、オンライン記録によると、当該事業所は昭和 61 年 11 月１日に

厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間当時は厚生年金保険の

適用事業所ではないことが確認できる。 

   また、事業主は、「申立期間は、事業所が厚生年金保険の新規適用前の

時期であり、その前に厚生年金保険料を控除していたことは無い。」と文

書にて回答している。 

    さらに、申立人は同僚等の氏名を記憶していないことから、同僚等に聞 

き取り調査を行うことができず、申立人の勤務実態及び当時の状況につい

て確認することができない。 

   このほか、申立期間③における厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 1898 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44 年９月１日から同年 11 月１日まで 

             ② 昭和 44 年 11 月１日から 45 年２月４日まで 

    私は昭和 44 年９月から同年 10 月までＡ事業所（現在は、Ｂ事業所）

に勤務していたので、厚生年金保険の記録が無いことは納得できない。 

    また、私がＣ事業所に勤務し始めたのは昭和 44 年 11 月からなので、

厚生年金保険に加入したのが 45 年２月５日になっていることは納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、厚生年金保険の適用事業所名簿によると、申立人

が勤務していたと主張するＡ事業所は、昭和 44 年 12 月１日に適用事業所

になっており、申立期間は当該事業所が適用事業所になる前の期間である。 

   また、事業主は「当時の資料が保存されていない上、当時の状況を知る

者から証言が得られないため、詳細については不明である。」と回答して

おり、申立人の勤務実態及び厚生年金保険の加入状況について確認するこ

とができない。 

   さらに、オンライン記録により、Ａ事業所の新規適用日（昭和 44 年 12

月 1 日）に厚生年金保険の被保険者資格を取得した者７名に申立人の勤務

実態について照会を行ったが、申立人の厚生年金保険料の控除に関する具

体的な証言を得ることはできない。 

   このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   申立期間②について、申立人は、｢昭和 44 年 11 月 1 日から勤務してい

た。｣と主張しているが、厚生年金保険被保険者原票及びオンライン記録



によると、昭和 45 年２月５日にＣ事業所の一括適用元であるＤ事業所で

被保険者資格を取得していることが確認できる。 

   また、オンライン記録によると、複数の同僚が証言する自身の入社日と

当該事業所に係る厚生年金保険の被保険者資格取得日は一致していない。 

   これらのことから判断すると、当該事業所では、従業員を入社と同時に

厚生年金保険に加入させる取扱いはしていなかったものと推認できる。 

   また、Ｅ事業所（Ｃ事業所の後継組織）の担当者は、｢申立人の勤務期

間及び厚生年金保険料の控除に関する詳細は不明である。｣と回答してい

ることから、申立人の勤務実態及び当時の状況を確認することができない。 

   このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に判

断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係

る厚生年金保険料を各事業主により給与から控除されていたことを認める

ことはできない。 


